
１ 地域ケア会議全体像

会議

出席者

開催頻度

２ 地域ケア個別会議の実施報告

回数 事例数

西 7 13

東 7 14

南 7 13

児玉 7 13

合計 28 53

3 地域ケア課題整理会議の実施報告

分類

課
題
別

【サービス導入前の専門職のアセスメント】

【訪問によるフレイル予防等の啓発】

【地域主体の見守り】【ボランティア等の地域での支援活動について】

【認知症に関して】【認知症について】

【介護負担の軽減】

【行政サービス及び専門職との連携について】

各圏域ごとに４月～１２月まで毎月１回 各圏域ごとに年１回 市全体で年１回

地域の課題

【移動支援】【移動支援に関して】【移動支援や男性の活躍の場について】

【専門職の活用や人生会議（ACP）について】

【集いの場や外出手段について】【集いの場に関して】
【若年の方の集いの場】【移動支援や男性の活躍の場について】

令和６年度本庄市地域ケア会議

地域ケア個別会議 地域ケア課題整理会議 地域ケア推進会議

・地域包括支援センター職員
・アドバイザー（医師・歯科医師・薬剤
師・管理栄養士・歯科衛生士・理学療
法士）
・民生委員
・生活支援コーディネーター
・本庄市担当職員

・地域包括支援センター職員
・生活支援コーディネーター（第１層・
第２層）
・第２層生活支援体制整備協議体
・課題整理会議の検討に必要な専門
職
・本庄市担当職員

・地域包括支援センター運営協議会委
員
・地域包括支援センター職員
・本庄市担当職員

機能

何らかの課題を抱える高齢者を支援
し、課題を解決するために様々な専
門職と一緒に自立支援・重症化予防
について検討。個別事例の課題解決
の蓄積により地域の課題を把握する
ことも期待される。

地域ケア個別会議で把握された地域
の課題について整理。課題を解決す
るために既存のサービスや資源の有
効活用や、新たな資源の開発等につ
いて検討。

地域ケア課題整理会議で検討した結
果、新たな事業化や施策化を行う必要
がある場合に検討を進め、介護保険事
業計画等に位置づけるなど政策へ結び
付ける。



4 地域ケア推進会議の実施報告

地域包括支援センター 生活支援体制整備協議体 住民

【専門職の活用や人生会議
（ACP）について】

　　　　　　　　　　　　【児玉】

・健康相談窓口の周知や健康の自
己チェックし、自己管理力を高めら
れるような方法を検討する。
・平均寿命と健康寿命がわかるチラ
シを作成し配布する。
・ACPの講座開催やエンディング
ノートの配布を行う。

・ラジオ体操やウォーキングなどの
健康増進を図る企画を計画してい
く。

・日頃から健康に留意していただ
き、定期健診等を受け健康維持・セ
ルフケアに努めていただく。

【行政サービス及び専門職と
の連携について】

　　　　　　　　　　　　　【東】

・緊急時に備え、交友関係を含めた
幅広いアセスメントを行う他、関係
機関と連携し、世帯状況を把握・整
理する。
・住民向けにセルフマネジメント力
が向上するよう専門職の協力を仰
ぎながら働きかける。
・介護保険外の相談や調整が必要
な場合は、支援方針について行政
各課をはじめとした多機関との連携
を図る。

・「私の連絡先カード」等を活用し、
緊急時に備える。
・介護保険について正しく理解する
（要介護状態にならないよう、また
要介護状態になった後も能力の維
持向上に向け努力する）。
・健康寿命の延伸やフレイルなどを
意識し、介護予防に取り組む。

地域の課題
課題に対する対応・取組

【移動支援】
【移動支援に関して】
【移動支援や男性の活躍の
場について（一部）】

　　　　　　　　【西・南・児玉】

・対象となる人には福祉タクシー利
用券の利用ができることを周知す
る。
・運転免許返納後の自分の移動手
段を考える機会や、実現方法等を
支援する場面を作る。
・担い手候補や社会資源、地域住
民のニーズ等の情報を生活支援
コーディネーターと共有、協力して
資源創出する。

・住民による移動支援の周知を行い、担
い手を養成する。
・はにぽん号の活用を促すため、乗車
体験や予約方法の案内等の取り組みを
継続する。
・福祉施設の車両の空いている時間帯
での活用の可能性について、第１層生
活支援コーディネーターと協働で調査
する。
・移動支援の目的地は基本的に買い物
や通院等の生活に直結する所を中心に
考えられるが、例えば友人宅への訪問
や趣味活動の為のお出掛け等、様々な
目的で利用できるよう取り組みを立ち上
げる段階から団体と一緒に検討してい
く。
・免許を所持していない人も活動に協力
いただけるよう、自転車や人力車のよう
な乗り物を活用している事例について
調査し研究する。
・移動手段のみ支援するのではなく、付
き添いや見守りも同時に担ってくれる取
り組みの立ち上げを検討する。
・住民主体の移動支援に興味を持ってく
れた方と連携し、立ち上げや運営を支
援する。
・担い手の活動について知ってもらった
りイメージできるよう、ボランティアの体
験会や勉強会の開催を検討する。
・支援の担い手として協力が得られそう
な方へアプローチしていく。
・相乗りタクシー等、他市町村で実施し
ている取り組みが本庄市にも取り入れ
られないか、第1層生活支援コーディ
ネーターとも協働し検討する。
・各サロン等で市の補助金を活用した
住民主体の移動支援があることを周知
していく。

・筋トレ教室やサロンに参加して、
友人を作ることから始め、地域との
繋がりを作る。
・住民同士、趣味活動の集いに乗り
合いで参加する。
・地域住民での支え合いで送迎して
もらう。
・近所のつながりで乗せてもらう。
・ボランティアに関する情報や、今
後開催を検討予定の勉強会等の情
報を周知し、積極的に参加してもら
えるよう働きかける。



【訪問によるフレイル予防等
の啓発】

　　　　　　　　　　　　　【西】

・フレイル予防の重要性について、
広報紙等で周知する。
・栄養状態や食事摂取状況、体重
や筋力などのスクリーニングを行う
ため、フレイルに関する既存の自己
チェックを行い、フレイルに関する啓
発をする。
・介護予防出前講座での栄養講座
やフレイル予防講座の受講につい
て、サロン等への周知を継続する。
・高齢者の栄養に関する講座を開
催する。
・フレイル状態の人に包括の保健
師・看護師が医療機関と連携して受
診勧奨する。

・フレイルについての問題意識があ
るかを、アンケートや聞き取りにて
把握する。
・高齢者はどんな活動に興味があ
るかを調査し、徒歩圏内に興味の
ある活動の集いの場を作る。

・健康を維持し、長生きするために
何が必要か理解する。
・フレイル状態、筋肉量を自己チェッ
クする。
・自治会館や公民館等の公共施設
での訪問講座を受ける。
・家族・友人・民生委員・自治会など
の顔馴染みの関係性の中で健康意
識についての情報共有を行う。
・閉じこもりや外出ができない等の
困りごとを本人が発信し、支援に繋
がるよう、民生委員や近隣住民が
訪問し、見守りや声掛けを行い、日
頃から信頼関係を作る。
・家事や日常動作も運動のひとつで
あるため、自宅でも意識して取り組
む。

【集いの場や外出手段につ
いて】
【集いの場に関して】
【若年の方の集いの場】
【移動支援や男性の活躍の
場について（一部）】

　　　　　　　【西・東・南・児
玉】

・今あるサロン等を周知し参加を促
していく。
・仲間づくりの重要性を広報で周知
する。
・既存のサロンを訪問した際に、運
営に関する相談があれば社協が協
力してくれる部分もある事を周知し
ていく。
・総合相談・サロン訪問・民生委員
との繋がりを通して、地域活動の立
ち上げ・充実化に向け情報収集を
図り、具体化に向け関係機関と連
携する。
・第2層生活支援コーディネーターと
連携し、地域の集いの場に関する
情報を集め共有する。
・若年層の集いの場を開催できる人
の発掘と活動支援を行う。
・若年層がどのような集いの場を求
めているのか、ネットやSNSを活用
する等でニーズ調査する。
・難病指定相談支援センター等の
相談機関と連携を図り、当事者の
集いの場の情報を収集し、周知す
る。
・当事者団体と繋がり、情報発信の
サポートをする。
・病気の診断時に、病院（相談員）
から当事者団体の情報提供を行っ
てもらえるよう連携する。
・技ありボランティア等の活躍の場
を周知し参加を促していく。
・公園等の環境に関する住民の声
を担当課へ情報提供する。
・住民への介護予防に関する普及
啓発を目的に「介護予防ケアパス
（仮称）」の原案を作成する。

・既存のサロンを訪問した際に、運営に
関する相談があれば社協が協力してく
れる部分もある事を周知していく。
・一般住宅を会場とするサロンの立ち上
げの検討について、所有者とコンタクト
を取り、立ち上げまでの段取りや運営
方針等、高齢者福祉課や社協とも連携
しながら支援する。
・歩いて行ける距離で様々な建物での
集いの場が開催できるよう、立ち上げを
支援する。
・学校の空き教室を会場として借りる事
ができるかコンタクトを図ってみる。
・地域で気軽に集まれる場についての
充実化を図る（ラジオ体操の継続や新
規立ち上げ等）。
・（サロンに比べて）会場確保がしやす
いラジオ体操について、立ち上げを支
援する。
・センターと連携し、地域の情報収集や
担い手になり得る住民等の情報を共有
する。
・生活支援サポーター等の修了者に具
体的な内容を伝えながら協力者を集
い、新たなサロンの立ち上げや既存の
サロンの協力を依頼する機会を検討し
ていく。
・当事者団体と繋がり、情報発信のサ
ポートをする。
・幅広い年齢層で共通の関心が高い食
のイベントやマーケットの情報提供を行
い、参加することで若年層でも繋がる機
会を設ける。
・健康マージャンなどの若年層にも関心
の高い既存のサロンを周知する。
・病気・障害がある当事者の方の中で、
リーダーになれる方を支援し、場を作る
ための支援を行う。
・「介護予防ケアパス（仮称）」作成協力
や地域への周知。

・既存のサロンを訪問した際に、運
営に関する相談があれば社協が協
力してくれる部分もある事を周知し
ていく。
・男性や若年層にサロンの運営等
の協力をお願いする。
・ご夫婦で誘い合って参加していた
だく。
・地域活動に参加し、介護予防に取
り組む。
・公園等、周辺環境の危険な箇所
の報告。
・インターネットやSNSを活用し、新
年会などのイベントの周知を行い、
参加を呼びかける。
・脳卒中片麻痺当事者の会、オンラ
イン交流会に参加する。



【地域主体の見守り】
【ボランティア等の地域での
支援活動について】

　　　　　　　　　　　　【西・東】

・小中学生に登下校時などに気に
なる高齢者を発見したら、学校や身
近な大人に知らせることを伝えてい
く。
・地域の商店に高齢者に関する相
談先であるセンターを周知する。
・サロンや自治会行事等に出向き、
住民からの気になる高齢者の情報
を聞き取り、民生委員につなげてい
く。
・気になる高齢者の早期発見と見
守りのため、ウォーキングクラブ等
に、高齢者の相談機関としてセン
ターがあることを周知する。
・心配な高齢者に気付けるよう、気
にかけてもらいたい高齢者の変化
のポイントを学ぶ機会をつくる。
・各種サポーター養成講座等に参
加し、サポーターと顔の見える関係
性を構築する。
・公的サービスで対応できない相談
については内容を精査し、生活支
援課・高齢者福祉課・社会福祉協

・ひとり暮らしや高齢者世帯に定期
訪問をすることで、相談しやすい関
係を作る。
・緊急安否確認アプリ（小島南自治
会で活用）について、包括だより等
で紹介し、他地域での利用拡大に
つなげる。
・地域住民へサポーターの活動事
例や支援内容について周知の方法
を検討する。
・支援者として活動できる住民を発
掘し関係機関と共有する。
・生活支援サポーターと地域ニーズ
のマッチングを進めるため、介護
サービス事業所や医療機関等へ生
活支援サポーターの活動について
周知する。

・近所の方との輪を取り持つ。
・自分がどうなったらSOSを出すの
か、元気なうちから考えておく。
・気になる人、近所の人の安否が気
になる時どうしたらよいかを考える。
・自治会、支会長会議等で地域の
声を拾って、相談機関に繋げるよう
な意識を持つ。
・回覧板を渡す時に声がけをする。
・地域での防災活動に参加し、顔の
見える関係をつくる。
・地域との交流を保ち、生活や心身
状況の変化があれば周囲に相談す
る。

【認知症に関して】
【認知症について】

　　　　　　　　　　　【南・児玉】

・認知症サポーター養成講座の開
催や認知症家族の会、オレンジカ
フェ等に出席する事により、介護者
や地域住民の相談窓口としてこれ
からも機能していく。
・状況によっては、介護サービスに
繋いだりケアマネジャーに同行した
りといった、実働的な支援も継続す
る。
・各サロン等の集まりでの認知症サ
ポーター養成講座等の開催や認知
症相談窓口、センターの紹介等を
行う。
・市で行っている認知症の事業につ
いてまとめたチラシ等の作成や、ケ
アパスを活用し周知する。

・介護者のちょっとした困り事に対
応できるよう、ボランティアやサポー
ターとの支援のマッチング等の体制
を整える。
・ボランティアやサポーターの人数
を増やし、地域での活動に取り組ん
でもらえるよう、声掛け・周知活動を
行っていく。
・認知症サポーター養成講座修了
者等と活動の方法等を協議してい
く。
・地域の見守り体制の構築につい
て協議していく。

・認知症サポーター養成講座等、認
知症に関する知識と理解を得られ
る場に参加してもらい、認知症の方
とその介護者に心情的に寄り添え
る関係性を作れるようにする。
・ボランティアやサポーターといった
支援する側での活動に興味を持っ
てもらえたら、包括や協議体と協働
し介護者の支援に当たってもらう。
・散歩等の際の挨拶や雨戸の開け
閉め、電気の点灯など、お互いに気
にかけてもらう。

【介護負担の軽減】

　　　　　　　　　　　　　【西】

・高齢者に必要な食事の紹介や介
護技術を学べるような介護者教室
やサロン等への出張講座の開催、
SNS等での発信を行う。
・病院や薬局などに、センターのパ
ンフレットやチラシを配置してもら
い、介護に関する相談先を周知す
る。
・中高生の介護体験の機会づくりへ
の協力を行う。
・仕事と介護の両立のための制度
について継続し周知していく。
・介護者サロンの周知や、介護者同
士で悩みなどを話し合える機会を作
る。
・レスパイト入院ができる医療機関
の紹介ができるよう、病院とセン

・介護が必要になった時に、会社や
事業所に、介護休暇等の相談をし
たり、自分でも仕事と介護の両立の
ための制度について調べる。

【サービス導入前の専門職
のアセスメント】

　　　　　　　　　　　　　【西】

・精神科の専門相談窓口や障害者
基幹相談支援センター、総合相談
窓口の周知を行う。
・ケアマネジャーにケース対応の参
考としてもらえるようケース対応の
成功体験談を共有する。

・本人にアンケート回答（セルフ
チェック）をしてもらい、現状の課題
等に気づいてもらう。
・家族が医療や専門職の介入の必
要性について理解し、受診につな
げる。



Ｒ５年度の課題 課題に対するR６の活動 Ｒ５年度の課題 課題に対するR６の活動

【緊急通報】
・市の緊急通報システムの
対象者の範囲が拡大できる
とよい。

緊急時に連絡する人がいない、
連絡する方法がない方にはど
んな緊急通報システムや支援
体制があればよいか検討する。

緊急通報以外で活用できる民
間サービス等の情報を、個別支
援の中で必要に応じて情報提
供した。

①緊急通報ができるアプリを検
討・導入する。

②アプリの使い方を説明してく
れる人を確保するとよい。

①②小島南自治会ではDX活動
に取り組んでおり、自治会内
で、スマホ教室の開催、緊急安
否確認システムの利用を進め
ている。

②小島南自治会内住民支え合
い活動「まごころさぽーと」で
は、インターネットやスマホのお
手伝いの支援にも取り組んでお
り、出張サービスも行っている。

【当事者の会】
・視覚障害者が、情報交換
が出来たり、思いの共有が
できる場があるとよい。

・パーキンソン友の会本庄
支部が立ち上がるとよい。

・脳出血発症後に、在宅生
活をしている方々が集い、
気持ちの共有や情報交換
ができる、当事者の会がで
きるとよい。

病気や障害の理解を広めるた
めの講演会などを開催する。

健康に関する講座として、あっ
たかオレンジカフェで、薬局の
薬剤師にご協力いただき、薬に
ついての講座を行った。

【ハラスメント行為のない介
護現場】
・ハラスメント行為がなく、介
護や支援を行える社会にな
るとよい。

①違反行為に対しての対応を
契約書に明示し、サービス利用
前や利用中に説明する。

②担当者会議やモニタリング訪
問の都度、ケアマネジャーより
適正な利用を促す。

③ハラスメント相談窓口を周知
するとともに、活用し対応を検
討する。

①センターの利用契約書には
明示があり、契約時には説明を
行っている。

②本庄西地域ケアサポート連
絡会（R7.2月）にてハラスメント
についての情報共有を行った。

③西包括だよりR7年3月号にて
周知を行った。

【認知症】
・家族を対象とした、認知症
の方との関わり方や、本人
の意思の尊重についての
対応などの情報発信や学
びの場があるとよい。

①認知症と診断された方やそ
の家族に対し、病院から相談先
や認知症サポーター養成講座
の案内をする協力を仰ぐ。

②認知症サポーター養成講座
を企業や自治会を対象に開催
したり、年数回、休日に開催す
るなどで必要な方が受講しやす
い体制をとる。

③認知症をテーマに小中学校
で公開講座を行う。

④認知症の方や家族の体験談
集を作成する。

⑤オレンジカフェのPRを強化す
る。

⑥サロン等通いの場において、
認知症チェックリストを実施し、
併せて相談を受けたり受診先を
紹介する。

①病院に向けての協力の依頼
は行えていないが、病院相談員
と連携を図りながら、認知症の
本人やその家族への支援を
行っていく。

②一般を対象に西包括主催に
て１回、休日開催（R6.4.29）し
た。（参加者２４人）

③旭小学校（R6.12.11）、本庄西
中学校（R7.2.21）にて認知症サ
ポーター養成講座を開催した。

④オレンジウィークの中で、「認
知症の人本人の声」として、本
人や家族等にメッセージを書い
てもらい、掲示を行った。

⑤オレンジカフェはにぽん、あっ
たかオレンジカフェでの活動を
年間スケジュールにしてチラシ
に記載し、参加者の増加につな
げた。

⑥チェックリストの実施はできて
いないが、協議体で民生委員を
対象に認知症支援を含めた地
域ニーズ把握のためのアン
ケートを実施予定。

①認知症サポーターがボラン
ティア等に参加できるように活
動を紹介する。

②オレンジカフェ等を利用する
ための資源の発信・情報共有を
する。

③サロン等で、認知症の症状
や介護体験談について学ぶ場
を設ける。

④認知症の方がいる家族の交
流の場を設ける。

⑤公共施設に認知症について
の勉強コーナーとして、書籍を
設置する。

⑥住民によるボランティア活動
の具体的な支援内容などを広
報で発信する。

①認知症サポーターの活動とし
て、認知症の方へのゴミ出し支
援のマッチングを行った。

②個別訪問時、はにぽん号の
利用方法やオレンジカフェツ
アーの資料配布などを行い、案
内した。

③ふれあいサロン若泉にて認
知症サポーター養成講座を開
催し、認知症の症状などについ
て学んだ。

④認知症家族の会でのお花見
会や、介護者教室でのリフレッ
シュウォーキングで交流を図っ
た。

⑤公共施設への書籍設置はで
きていないが、オレンジウィーク
時に、図書館にて認知症に関
する書籍の紹介を行った。

⑥西包括だよりR6.9月号にて
チームオレンジの周知や活動
紹介などを行った。

【老々介護】
・複数名のケアをしている世
帯についての調査を実施や
把握をして、必要な支援を
行えるようにする。

・老々介護でも、在宅で生
活できるサービスを充実さ
せる。

・介護保険以外での泊まり
の場があるとよい。

①介護者がリフレッシュできる
ような事業を行う。

②福祉用具の活用や、介護の
支援体制について周知をする。

③地域で介護の関心を高める
ため、介護者同士が集まって話
せるような場を検討する。

①介護者教室としてリフレッシュ
ウォーキングを年３回（R6.6月、
10月、R7.3月予定）実施した。

②あったかオレンジカフェにて
福祉用具の展示相談会を
R7.2.19に実施した。
民協定例会にて福祉用具や住
宅改修の利用について説明、
紹介した。

③認知症家族の会やケアラー
ズカフェ、介護者教室などの周
知を行った。

①家族会への参加を促す。

②ボランティア等で介護者を支
える体制を作る。

①サロン訪問時に認知症家族
会の周知を行った。

②地域たすけあい活動を行っ
ている上里町「支え愛とおせっ
会」、小島南自治会「まごころさ
ぽーと」の２団体で、活動内容
についての情報共有を行い、地
域住民間での助け合い活動の
充実について検討した。

地域包括支援センター 生活支援体制整備協議体

5 令和５年度の課題に対する令和６年度の地域包括支援センター
  及び生活支援体制整備協議体の活動報告について
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【コミュニケーション】
・外国語（ポルトガル語）の
通訳者がいるとよい。

①外国人総合相談センター埼
玉を活用する。

②簡単な日本語を使ってコミュ
ニケーションを図る。

①②外国人からの相談があれ
ば、電話通訳等のサービスを活
用したり、簡単な日本語や絵な
どを活用しコミュニケーションを
図っていく。

通訳のニーズを把握し、ポケ
トーク、スマホアプリ等の翻訳
機能やツールの活用を周知す
るとともに、翻訳アプリの操作
サポートの学生ボランティアを
地域の学校で募集する。

翻訳アプリ等の活用に向けて、
スマホ教室の開催について検
討する。まずは、指導者やボラ
ンティアの人材を確保すべく、ス
マホサポーター養成講座の実
施についての他市の取り組み
を情報収集し、第２層協議体で
共有した。

集いの場について

①本人/家族が負担なく行ける
サロン、居場所があると良い

②年齢に縛られない地域の場
があると良い

③男性専用の介護者教室や介
護者サロンのような情報交換の
場があると良い

①サロンが無い地域での集まり
についての情報収集（堀田地区
等）を行った。

②子ども食堂の視察同行を
行った。

③総合相談において、男性介
護者へオレンジカフェや家族会
を紹介した。

①本人/家族が負担なく行ける
サロン、居場所があると良い

②年齢に縛られない地域の場
があると良い

③男性専用の介護者教室や介
護者サロンのような情報交換の
場があると良い

①～②幅広い年齢層をターゲッ
トにできる場づくりができないか
検討するため、市内子ども食堂
を見学。気軽に集まれる場とし
て、市街地２カ所でラジオ体操
立ち上げを支援した。

③はにぽんプラザで行われて
いる「健康麻雀教室」等を見学
した。

専門職や介護予防に関す
る課題

①ケアマネジャーへの支援体
制の充実

②医療機関の理学療法士がデ
イサービスに来て個別リハビリ
指導をしてくれると良い

③専門職の訪問があると良い

①ケアマネジャー支援につい
て、市/包括で検討会議を実
施。総合相談におけるケアマネ
ジャーとの同行訪問を行った。

②サービス事業所への情報提
供や提案した。

③歯科連携拠点/精神科訪問
看護/ほみか（障害者基幹相談
センター）との連携を図った。

認知症について

①男性向けオンライン認知症家
族会があると良い

②認知症サポーター養成講座
の開催（住民向け・若年世代向
け）、パトロールの見守り強化

①家族会（他市含む）の家族会
やオンライン相談会のチラシ配
布や周知を図った。

②幼児/小学校/中学校/一般
向け/サロン等で認知症サポー
ター養成講座を開催した。総合
相談において、見守りが必要な
対象者への見守り訪問を実施
した。

その他の地域課題について

①第２号被保険者の支援体制
が充実していない

③脳出血の既往がある方の就
労支援と移動支援

①短期集中サポートサービス
の紹介等、総合事業を紹介し
た。

③生活困窮や就労相談につい
て、生活支援課と連携を図っ
た。

集合住宅在住でゴミ出しが困難
生活支援サポーターとして、地
域住民によるゴミ出し支援を実
施した。

【健康管理の相談窓口に関
して】
処方薬の服用や食事の栄
養摂取といった、健康管理
において重要な要素に関し
て、相談窓口がわからな
い。

【理由】
そもそもどこに相談すれば

①門前の調剤薬局では診察し
た医師と直接的に連携を図りや
すい特徴があり、受診した後の
相談・対応は可能。ケアマネか
らの相談にも対応可。こういっ
た情報はまだまだケアマネに浸
透していないと思われ、セン
ターから情報提供する事で有用
な社会資源である事を知っても
らうよう努める。

②ドラッグストア内の調剤薬局
は、普段の買い物に来るついで
に相談する事が出来たり、市販
薬についても情報提供出来たり
と、日常生活での身近な相談窓
口としての側面がある。こちらも
ケアマネに周知する為に、セン
ターが情報を供給していく発信
源となれれば良い。

③埼玉県薬剤師会の相談窓口
が存在する事を紹介、案内す
る。

①②③圏域の連絡会で周知を
している。次年度の圏域の連絡
会でも、テーマを決めて勉強会
や情報交換会を予定したい。地
域ケア個別会議では、事例提
供するケアマネに対して、情報
を提供していく。

①地域住民のニーズ把握の
際、相談窓口がわからない方に
対し上記内容の情報提供が出
来るよう、相談窓口に関する情
報の把握に努める。

①センターで把握した情報を共
有し、地域住民に対して情報提
供出来るよう体制を整えた。
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④栄養状態や食事に関する相
談だが、病院に受診されている
方であればそこに属する栄養
士に相談する事が出来る。

⑤受診されてない方は一次予
防的な相談として、保健セン
ター内にある健康管理課の管
理栄養士が対応可能であり、内
容に応じて病院と連携を図る事
が出来る。相談者は本人や家
族のみならず、担当CMまたは
センター等も相談する事が可
能。先述の薬剤に関する相談
窓口と同様に、センターよりケ
アマネに周知を図っていく。

④⑤総合相談で、情報提供が
できる準備をしている。ケアマネ
に対しても、圏域の連絡会で周
知を予定している。

【移動支援に関して】
移動（買い物・通院等）が困
難な高齢者が利用出来る
社会資源が少ない。

【理由】
・地区（字）によって利用出
来る社会資源がまちまちで
ある。
・単純な移動支援だけでな
く、付き添いや見守りといっ
たボランティアも並行して探
す必要がある。
・支援の担い手が少ない。

①デマンド交通は未だに利用し
づらいとの意見が多い（金額が
わかりづらい、車種がバンかタ
クシーかの違いがわかりづらい
等）が多い為、ケアマネが利用
者に説明する事も想定し、事前
にケアマネ会議や連絡会で勉
強する機会を作るよう検討す
る。

①圏域の連絡会議で現場視察
会を実施している。

①第1層協議体で取り組みを検
討している、オレンジカフェの会
場までの移動を乗り合いタク
シーで支援する事業を活用す
る。

②住民主体の支え合い活動に
対する新しい補助金の支給が
始まったため、今後新たな社会
資源として、住民主体の移動支
援事業の立ち上げについて検
討していく。

①日常的な移動手段として乗り
合いタクシーを導入するのは現
段階で困難と判断。別の移動
支援事業を検討する必要があ
ると考える

②本庄市の別の地域では地域
住民が市へ登録し移動支援事
業を開始した所もある。南地域
でも協議体で当議題について
話し合いを行っており、新たな
社会資源として取り組みを立ち
上げられるよう、今後も話し合
いを継続する予定。

【認知症に関して】
認知症の方が地域で安心し
て生活する為の支援が少な
い。

【理由】
・認知症に対する正しい理
解が不充分。
・介護保険以外での日常生
活の中での支援者がいな
い。

①認知症状に関して、センター
やグループホームが相談窓口
になっている事の周知が不十
分な為、チラシ等の配布や情報
提供等実施し関係機関に周知
していく。

②一般のお店等に、市内のオ
レンジカフェについてのチラシを
設置し周知を図る。

③スーパーやディスカウントスト
ア等の従業員に向けた認知症
サポーター養成講座を開催した
り、傾聴姿勢に関する勉強会等
を実施したりして、認知症の方
に対する理解を深めてもらえる
よう取り組んでいく。

④ケアマネと利用者を担当する
民生委員が上手く繋がらない場
合もある為、状況に応じてセン
ターが橋渡しを担うようにする。

⑤“私の連絡先カード”を確実
に所持・携帯してもらう為、周知
を図っていく。

①相談者に対して、高齢者便利
ガイドを活用している。

②市内の大型商業施設である
ドン・キホーテにチラシを置いて
もらっている。

③サポーター養成講座をいつ
でも開催できる準備は出来てい
る。

④毎月の民生委員連絡会には
センターが出席ている。ケアマ
ネからの問い合わせがあれ
ば、担当課に確認し情報提供を
している。

⑤総合相談では住民に、圏域
の連絡会議ではケアマネジャー
に、介護予防ケアマネジメント
利用者にはセンターから周知を
行っている。

生活支援サポーター登録者や
ボランティア登録者、地域の見
守り等の支援者について情報
を把握し、担当ケアマネが情報
を必要とする際には生活支援
コーディネーターやセンターを
介して情報提供を実施する。

サポーター登録者の名簿は市
より情報をいただきセンターで
管理している。ボランティアセン
ターに登録されている方に関し
ては社会福祉協議会に問い合
わせて情報を提供してもらう。
地域の支援者はセンターの総
合相談対応や生活支援コー
ディネーターの活動の中で知り
得た情報を把握出来るよう努め
ている。いずれの方の情報につ
いても、関係者に情報提供出来
る体制を整えている。

【外出支援・集いの場】
・自力での外出困難者の外
出支援（付き添い）や地域
交流の場があると良い。

・買い物や通院のための移
動手段が必要。

1.本庄たすけあいサービス(通
院の付き添いができる)を周知
していく。

2.車の維持費を可視化する方
法を検討し周知していく。

1.相談者や個別事例に対し相
談内容によって、チラシを渡す
などして周知を行いました。

2.令和6年9月発行のこだま包
括だよりにて車の維持とタク
シー利用料金を比較する内容
を掲載し、関係機関へ配架やセ
ンター事業等の際に配布し周
知を行いました。

3.生活支援サポーターなどに対
し外出・付き添い・コープの記入
などボランティアの活躍の場の
創設や募集方法や実際の活動
について検討していく。

4.地域交流の場に外出支援方
法を整えることを検討いく。

3.①本泉地区の住民主体の移
動支援・買い物支援サービスの
立ち上げを支援行いました。
3.②本庄市で開催している、生
活支援、認知症、はにとれリー
ダー講座修了者にはにとれリー
ダーやラジオ体操等の立ち上
げなどの意向を確認する方法
について協議を行い、令和7年4
月に講座修了者との会議開催
を予定しております。
3.③令和7年1月発行のこだま
包括だよりにて、地域活動につ
いて掲載し、関係機関へ配架や
センター事業等の際に配布し周
知を行いました。

4.はにぽん号予約の取り方講
座の開催を検討したが、令和7
年度より利用方法の改正があ
るため、来年度以降の開催を
協議しております。

そもそもどこに相談すれば
良いかわからない。
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【認知症について】
・認知症の方を地域で支え
る仕組みが必要。

・誰もが気軽に集える場所
があると良い。
介護サービスを利用してい
ても、地域とのつながりが
保てる地域づくりが必要。

・独居高齢者の見守り体
制・近所付き合い。引っ越し
て来られた方が地域との係
わりを持てると良い。

5.多くの方に認知症に対する理
解を求める事業や周知を活動
を継続していく。

6.認知症講演会の開催を検討
していく。

7.ほっと広場ふれあい遊び、お
しゃべり食堂の周知を継続して
いく。

5.①10月12日(土)に地域住民向
け認知症サポーター養成講座
を開催しました。
5.②オレンジカフェ開催や認知
症普及啓発イベント、認知症ケ
ア相談室の周知等継続して行
いました。

6.②2月開催のウエルカフェこだ
ま内で認知症地域支援推進員
による認知症講座を開催しまし
た。

7.こだまの森こども園様と協力
しチラシの作成や関係機関へ
配架やセンター事業等の際に
配布し継続的に周知を行いまし
た。

8.市民ポプラサロンやラジオ体
操の周知や継続。ラジオ体操に
ついては、開催箇所の増加を
継続して行い多世代の交流機
会を検討していく。

8.①市民ポプラサロン、ラジオ
体操の開催や周知を継続して
行い、ラジオ体操開催箇所の増
加は継続的に協議を行っており
ます。
8.②多世代交流、認知症予防を
目的として、新たに児童養護施
設桑梓にて、みんなの会議室
(毎月2回健全麻雀)を開設しま
した。
8.③ウエルカフェこだま内で地
域の皆様に夏休みの宿題を手
伝う企画を2回、冬休みに地域
住民を講師に招き編み物を教
えてもらう企画を開催し児童と
地域住民の交流を図りました。

【介護者支援・終活】
・介護者同士の悩みを打ち
明ける場所があると良い。

・介護される人が亡くなって
しまった後の家族ケアがあ
ると良い。

・人生会議（ACP）を家族で
できるようになると良い。

9.サロンや公民館活動に参加
し、センターの周知や相談を聞
く機会を作る。

10.精神的なサポートが受けら
れる相談窓口のチラシ作成し周
知活動を行う。

11.人生会議、エンディングノー
トの周知活動を継続し、ACPの
講座開催などを検討していく。

9.サロンを訪問しセンターの事
業等について説明を行っており
ます。

10.令和6年5月発行のこだま包
括だよりにて、精神的なサポー
トが受けられる相談窓口を掲載
し、関係機関へ配架や包括事
業等の際に配布し周知を行い
ました。

11.①相談者や個別事例に対し
本庄市で作成したエンディング
ノートの配布等を行いました。
11.②11月のウエルカフェこだま
にて、人生会議を交えて生前整
理等についての講座を2回開催
しました。

12.精神的ケアが行えるような新
たな交流の場づくりの検討して
行く。

12.気分転換が図れるよう
ウォーキング講座を6月、11月
に開催しました。
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